
防火対象物の
足期篇検報告はお済  す か?
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防火対象物足期篇検報告帯J臣
点検が義務となる防火対象物

収容人員が30人 以上 300人 末柿の防火対象物

次の要件に該当するもの

1.特定用途言B分力地 階叉は3階以上に存するもの   収 容人員が300人 以上の防火対象物

(避難階は除く)

2口階段が二以上設けられていなしヽもの

小規模雑居ビル等
百貨店、遊授場、

映画館、病院、

老人福祉施設等

防火対象物足期点検亜量__

1年に1回、防火対象物点検資

格者による点検報告が必要です。

賄火甚準点検済概 研火優員調足証

一定の要件を満たしている場
合は、申請により点検報告の義
務が3年 間免除されま軌

不明な点は尊お近くの消防署までお問い含わせ下さい。

違反是正支援センター

〒105-0001

東京都港区虎ノ門2-9-16日 本消防会館

財団法人 日本消防設備安全センター内


